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１．並行輸入とは

Z国
ZA 知財権利者
（例 メーカー）

ZB 卸／小売

ZC 消費者

X国
XA 知財権利者
（例 メーカー）

XB 卸／小売

XC 消費者

Y国
YA 知財権利者
（例 メーカー）

YB 卸／小売

YC 消費者

安

EEA 

安
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↓

真正品であることが大前提

輸入品の判別方法は？

（例 バーコード、シリアルナンバー、商品名、規格・品質等）
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２．メリット／デメリット

（１） メリット

消費者 ：大いに有益。真正品であり、かつ安価

知財権利者／販売者 ： ？

（２）デメリット

知財権利者／販売者 ： 損失大。海外の販売会社には、

より直接の影響あり。

商品管理にも問題。

消費者 ： 品質、取扱説明書の言語、アフターサービス等
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http://osaka.yomiuri.co.jp/mama/medical/mm20091127kk05.htm
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３．並行輸入に対抗する手段（概略）

 並行輸入に対抗するためには

（a）知的財産権を行使する方法
→ 「知的財産権の侵害」であるという主張

（b）その他の方法
契約

各種規制
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４．EEA域外からの並行輸入
ー 特許権の行使

 EU：統一的な規則、指令、判例等なし
→各国の法令による

 英国： 成文法には明記なし

判例上、特許権行使も可能とされている

但し、極めて限定的

－ 特許権者の「同意」がポイント

・特許権者による、他国への流入を禁ずる意思の明示
（Betts v Wilmott)

・全てのレベルの取引者に、取引時に明示する必要あり
（Roussel Uclaf S.A. v Hockley ）
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４．EEA域外からの並行輸入
－ 商標権の行使

 EU: 商標権行使 → 可能
共同体商標規則（８９／１０４／EEC) ７条

First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to 
approximate the laws of the Member States relating to trade marks

判例： Silhouette事件（European Court of Justice ‘ECJ’）判決等

 手段
訴訟等 ：証拠の確保
税関での水際対策

EU規則では、利用不可（Regulation3842/86）
英国法では、利用可能。但し、極めて限定的。

オンライン取引の場合（例 eBay VeRO report）
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 eBay VeRO programme

http://pages.ebay.co.uk/vero/index.html

・ 知的財産権保護を目的とする制度

・権利者またはその代理人が、特定の商品を販売商品リスト
から削除するよう申請。eBayの特定部門が申請を処理。

http://pages.ebay.co.uk/vero/index.html
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４．EEA域外からの並行輸入
ー 知財権行使以外の方策

 （１）契約

→ ライセンス契約、もしくは販売契約で、販売地域を限定

する場合は、間接的に並行輸入を防ぐことになる

 （２）規制

→ 理論的には、規制に係る商品には可能性あり
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５．EEA域内での並行輸入
ー特許権の行使

 原則として不可

← EC協定第２８条 単一の自由市場
Article 28

Quantitative restrictions on imports and all measures having 
equivalent effect shall be prohibited between Member States.

 特許権者の自由な意思に基づく同意が条件
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５．EEA域内での並行輸入
ー 商標権の行使

 原則として不可

共同体商標規則（８９／１０４／EEC) ７条

 再包装、ラベルの張替え等の場合、例外的に認められる場
合もあり

なお、識別表示に関するECJ判決 (C-349/95)
－ Ballantineのラベルの一部が張替えられて輸入された事案

特に医薬品に関して多数の判例があり。但し、認められるの
は限定的
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５．EEA域内での並行輸入
ー 知財権行使以外の方策

 （１）契約

ライセンス契約、もしくは販売契約で、販売地域を限定、
EEA域内の別の国への輸出を禁ずる
→ EU競争法との関係で問題になりうる

 （２）規制

国ごとに認可要件等の差異がある場合

→ 理論的には、当該規制に係る商品には可能性あり

実務的には、問題になりにくい

（輸入業者は規制を遵守する場合が多い）
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ご清聴ありがとうございました。


